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種　類 表　　　　　　示

　

 1．追加指定又は

　   変更する区域

　

 2．用途指定をは

　   ずす区域

　

 旧用途又は白地（調整）をベースとし、新

 用途の色により縁取り、斜線を入れる。変

 更前及び後の用途地域の種類・内容を記入。

　

 旧用途の色をベースとし、「黒色」により

 縁取り、斜線を入れる。

 以下同じ
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第二種住居地域 準工業地域

地 域 界 の 種 別 表　　　　　　　示

用 途 地 域 の 表 示 建ペイ率・容積率表示

100

50

〔建ペイ率・容積率〕

容積率表示

建ペイ率

　道路、河川等の地形・地物によ

　る地域界（原則としてその中心）

　道路・鉄軌道等からの後退線、

　その他見通し線による地域界
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用 途 地 域 の 変 更

新旧対照図

兼区域界

説明図
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